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長野市営住宅犀南団地建替基本計画策定支援及び 

民間活力の導入可能性調査業務委託公募型プロポーザル実施要領 

 

（趣旨） 
第１ この要領は、「長野市営住宅犀南団地建替基本計画策定支援及び民間活力の導入可能

性調査業務委託」に係る契約の相手方となる事業者の選定にあたり、公募型プロポーザ

ルの実施方法等について、必要な事項を定めるものとする。 

 

（業務の概要） 
第２ 昭和 43 年～48 年にかけて建設された犀南団地は、「公営住宅等ストック総合活用計

画」にて今後も維持していく団地と評価しているものの、築後 50 年以上が経過してお

り、老朽化の課題に加え、浴槽が無いなど、現在の生活様式にあっていないことや耐用

年限を超過しているため、建替えを計画している。 

建替えにあたり建設、解体など複合的な事業となることから、より効率的、より効果

的な事業とするため、PPP/PFI 事業をはじめとする様々な民間との連携手法を検討して

いる。 

本業務は、市営住宅建替の基本計画の策定支援を行うとともに、民間活力の導入可能

性調査を行うものである。 

 

（契約の概要） 
第３ 契約の概要は、次のとおりとする。 

(1) 業務等の名称 

  長野市営住宅犀南団地建替基本計画策定支援及び民間活力の導入可能性調査業務

委託 

(2) 業務内容 

「長野市営住宅犀南団地建替基本計画策定支援及び民間活力の導入可能性 

調査業務委託仕様書―第二章業務内容」参照 

 (3) 業務期間 

契約締結の日から令和９年３月19日まで 

(4) 事業費の上限額 

26,600,000 円（取引に係る消費税及び地方消費税を含む。） 

 

（プロポーザル方式の採用理由及び選定方式） 
第４ PPP/PFI 方式での公営住宅建替事業の導入可能性調査は、専門性が高く、単純な価格

競争では測れない高度な企画力や分析力が求められる。 

また、基本計画の策定は、計画策定に関わる豊富な実績と経験、的確な業務の履行体

制等を有する事業者からの支援が必要である。 

以上のことから、価格だけでなく、事業者の実績やノウハウ、提案内容を総合的に評

価し、最も優れた事業者を選定するため、プロポーザル方式を採用する。 

２  選定方式は、基本計画策定の支援や導入可能性調査に関する提案を求め、その内容等

を総合的に比較検討することで、最も適格と判断される事業者を選定する公募型プロポ

ーザル方式とする。 
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（実施スケジュール） 
第５ 本プロポーザルの実施スケジュールは、次のとおりとする。 

(1) 募集開始（公告）           令和８年４月１日（水） 

(2) 質疑の受付期限            令和８年４月17日（金）正午まで 

(3) 質疑への回答             令和８年４月24日（金） 

(4) 参加申請書及び企画提案書提出期限   令和８年５月１日（金）正午まで 

(5) 参加者の資格審査及び結果通知     令和８年５月12日（火）まで 

(6) プレゼンテーションの実施       令和８年５月26日（火）午後 

(7) 審査結果通知             令和８年５月29日（金）まで 

(8) 仕様の協議及び見積                 令和８年５月下旬～６上旬 

(9) 契約締結               令和８年６月上旬～６月中旬 

２ 前項のスケジュールは、委託事業者選定委員会において必要に応じて変更できるものと

する。 

 

（提案者に求められる資格要件） 
第６ 本プロポーザルの参加資格として、以下の要件をすべて満たす者とする。 

(1) 一般的（共通）事項 

ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第 167条の４の規定に該当しないこと。 

イ 長野市物品等競争入札参加資格者名簿に登載されていること。 

なお、名簿に登載されていない者が本プロポーザルに参加することを妨げないも

のとするが、優先交渉権者となった場合は、契約の締結前に同名簿への登載がで

きること。同名簿への登載手続き期間は１か月～２か月を要する。 

ウ 長野市物品等入札参加者指名停止等措置基準（平成18年４月１日制定）に基づく

指名停止の措置を受けていないこと、また、参加申請書の提出期限から優先交渉

権者の選定までの間についても指名停止の措置を受けないこと。 

エ 会社更生法（平成14年法律第 154号）第17条の規定による更生手続開始の申立て

又は民事再生法（平成11年法律第 225号）第21条の規定による再生手続開始の申

立てをされた者（更生手続又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。）で

ないこと。 

オ 市税その他市に納付すべき使用料、手数料等を滞納していないこと。 

カ 長野市暴力団排除条例（平成26年長野市条例第40号）第２条第２号に規定する暴

力団員又は同条例第６条第１項に規定する暴力団関係者でないこと。 

(2) 本業務の遂行のために必要な事項 

ア 過去10年以内に、民間活力（ＰＦＩ）の導入可能性調査業務または、ＰＦＩによ

る事業受注者決定に伴う支援（アドバイザリー）業務委託契約を締結し、誠実に

履行した実績を有する者であること。 

イ 経営内容等から、業務の履行に支障がなく、業務を履行するにふさわしい知識、

経験及び技術を備えており、かつ事業の遂行に必要な実施体制や人員体制を有し

ていること。 

ウ 長野市役所で行う定例会議等に参加できる者であること。 

(3) 本業務の円滑な遂行を図るため、以下に示す作業主任者、照査技術者及び担

当技術者（以下、「作業主任者等」という。）を配置する事。 

ア 作業主任者等は、参加者と直接的な雇用関係にあること。なお、直接的な雇用関
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係とは、作業主任者等とその所属する企業との間に第三者の介在する余地のない

雇用に関する一定の権利義務関係（賃金、労働条件、雇用、権利構成）が存在す

ることをいい、在籍出向者及び派遣社員は該当しない。 

イ 作業主任者 

契約の履行に関し業務の管理及び統括を行わなければならない。また、常に

業務の進捗状況等について把握、分析を行い、本市監督職員に適宜報告を行

うこと。その他別途指示する事項についても同様とする。 

一級建築士、技術士（総合技術監理部門又は建設部門：都市及び地方計画）又は

RCCM（都市計画及び地方計画）の資格を有する者とし、照査技術者、担当技術者

を兼ねることができない。 

ウ 照査技術者 

成果品の内容について技術上の照査を行うなど業務の照査を行わなければならな

い。 

一級建築士、技術士（総合技術監理部門又は建設部門：都市及び地方計画）又は

RCCM（都市計画及び地方計画）の資格を有する者とし、作業主任者および担当技術

者を兼ねることができない。 

エ 担当技術者 

本業を主に担当するものとし、本業務遂行に必要な知識および技術を有するもの

とする。 

オ 作業主任者等（再委託の場合も含む）の内少なくとも１名は、民間活力（ＰＦＩ）

の導入可能性調査業務または、ＰＦＩによる事業受注者決定に伴う支援（アドバ

イザリー）業務に関する経験を有する者であること。 

カ 作業主任者等の内少なくとも１名は、建築士法に基づく一級建築士の資格を有す

る者であること。 

 

（質疑及び回答） 
第７ 質疑及び回答は次のとおりとする。 

(1) 受付期間 質問書（様式４-１、４-２）  

令和８年４月１日（水）～ 令和８年４月17日（金）正午まで 

（土日、祝日を除く。） 

(2) 提出場所  

「第16 事務局」と同じ 

(3) 提出方法  

質問書（様式４-１、４-２）を電子メールに添付し、事務局のメールアドレス宛に

送付すること。 

(4) 回答方法  

受付期限後、質問者が特定されないようにした上で、長野市ホームページで公表す

る。 

(5) その他 

ア 電話並びに口頭による質問、指定の様式によらない質問書及び受付期間を過ぎ

た質問書は、受け付けない。 

イ 質問書の内容について不明な点等がある場合は、質問者に対し事務局から電話

等で確認を行う。 
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ウ メールの件名は、「長野市営住宅犀南団地建替事業に関する質問」とすること。 

 

（参加申請書の提出） 
第８ 参加申請書等の提出は、次のとおりとする。 

(1) 提出書類 

ア 参加申請書（様式１） 

イ 誓約書（様式２） 

ウ 会社概要等 法人概要（様式３）、会社概要又は会社概要パンフレット 

エ 過去における同種・類似業務の実績（Ａ４縦 横書き １枚以内 書式任意） 

オ 同種・類似業務の実績がわかる資料（Ａ４縦 横書き ５枚以内 書式任意） 

カ 当該業務の実施体制、作業主任者等の経歴及び実績等調書（任意書式） 

(2) 提出期間 令和８年４月１日（水）～ 令和８年５月１日（金）正午まで 

（土日、祝日を除く。） 

(3) 提出部数 各１部 

(4) 提出場所 「第16 事務局」と同じ 

(5) 提出方法 

持参又は郵送により提出すること。ただし、郵送の場合においては、当市への送達

が証明できる書留等によるものとし、提出期限までに事務局に到達したものを有効

とする。 

(6) その他 

指定の様式によらないもの及び必要書類が整っていないもの並びに提出期間 

を過ぎたものは、一切受け付けない。 

 

（参加資格の審査及び結果通知） 
第９ 参加資格の審査及び結果通知 

(1) 参加申込書を提出した者には、資格要件のすべてを満たしているか否かを審査し、

令和８年５月12日（火）までに参加申込書（様式１）に記載されたメールアドレス

宛てに審査結果等を電子メールで回答する。 

 

（提出書類及び提出方法） 
第10 企画提案書等の提出は、次のとおりとする。 

(1) 提出書類 

ア 業務工程表 

イ 当該業務に対する企画提案書（Ａ４ 10 枚以内） 

ウ 見積書及び見積額の積算根拠等 

エ その他当該業務に必要な事項（Ａ４ 1枚以内） 

(2) 提出期間 

令和８年４月１日（水）～ 令和８年５月１日（金）正午まで 

（土日、祝日を除く。）  

受付時間は、午前９時から午後５時まで 

（ただし、正午から午後１時までを除く。） 

(3) 提出部数 正本１部、副本11部  
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(4) 提出場所  

「第16 事務局」と同じ  

(5) 提出方法  

持参又は郵送により提出すること。ただし、郵送の場合においては、当市への送達

が証明できる書留等によるものとし、提出期限までに事務局に到達したものを有効

とする。（郵便事故等により提出書類が事務局に到着しなかったことによる異議を

申し立てることはできない） 

 

（企画提案書の作成要領） 
第 11 企画提案書の様式等は、次のとおりとする。 

(1) 様式等の形式 

ア サイズ Ａ４判用紙（縦） 

イ 文字方向 横書き（図表等に含まれる文字を除く。） 

ウ 印刷方法 両面、左綴じ、カラー印刷 

エ 文字ポイント 10.5 ポイント以上とする（図表等に含まれる文字を除く。） 

オ その他 文字の書体、文字色、字間及び行間は指定しない 

(2) 第 10(１)の「イ 当該業務に対する企画提案書」は、次の事項に留意し、業務委託

仕様書や基本構想（素案）に基づき作成するものとする。 

  なお、受注後の業務委託については、今後確定する基本構想に基づき行うものと 

する。 

ア 企画提案や人員配置等に対して基本方針・取り組み体制。 

イ 過去の類似業務についての経験やノウハウ、取り組みを活かし、民間事業者の意

向を十分に把握するための調査手法について、具体的かつ実現性のある手法か。 

ウ 現状の課題等を的確に捉え、全体的なコンセプトが明確に示されており、提案内

容が具体的で実現性・実行可能性が高いか。 

(3) その他留意事項 

ア 提出書類のうち、様式の定めがないものは任意様式で作成すること。また、資料

作成上、Ａ３判を利用した方が確認しやすい場合は、Ａ３判の利用を可とするが、

Ａ４段組での使用は不可とする。 

イ １事業者１件の提案に限り、複数の提案は認めない。 
ウ 指定の様式によらないもの及び必要書類が整っていないもの並びに提出期間を過

ぎたものは、一切受け付けない。 

エ 企画提案書を受付後の追加及び修正は、原則認めない。 

 

（提案内容の審査及び結果通知） 
第12 提案内容の審査及び結果通知 

(1) 提出された企画提案書に対する補足説明及び質疑応答を求めるため、プレゼンテー

ションを実施する。 

ア 実施日時 令和８年５月26日（火） 

（詳細な日時、方法等については、提案者へ事前に通知する。） 

イ 実施場所 

  長野市大字鶴賀緑町1613番地 長野市役所第二庁舎７階 会議室271 

(2) 企画提案書等の提出書類及びプレゼンテーションを基に「長野市営住宅犀南団地建
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替基本計画策定支援及び民間活力の導入可能性調査業務委託事業者選定委員会」に

おいて審査する。 

ア プレゼンテーションの方法 

提出書類に基づきパワーポイント等を活用して説明を行うこととする。 

また、提出書類にない提案を新たに盛り込み説明することはできない。 

なお、プロジェクター、スクリーン及びポインターは、市が用意するものとする

が、パソコンについては提案者の持込とする。 

イ 時間 

１事業者のプレゼンテーションの持ち時間は、15 分以内とする。 

また、選定委員による質疑・応答時間は、10 分以内とする。 

ウ プレゼンテーションの順番 

参加資格を満たすと判断された提案者が複数の場合、プレゼンテーションの順番

は、企画提案書の受付順とする。 

エ 採点 

選定委員は、提案内容を評価項目ごとに評価し、「別表」の評価基準等に基づき

採点する。 

オ 選定対象事業者の決定 

提案内容等について評価し、総合的に最も評価の高い企画提案者を選定対象事業

者（優先交渉権者）とし、次に評価の高い者を次点の事業者とする。 

カ 最高得点の者が複数となった場合、選定委員による協議により決定する。 

キ 提案者が１者の場合であっても選定委員会による審査を行い、提案書類及びプレ

ゼンテーションの内容が評価基準を満たしていると認められた場合に、その提案

者を選定対象事業者（優先交渉権者）として選定する。 

(3) 提案者には、参加申込書に記載したメールアドレス宛てに電子メールで審査結果等

を通知する。 

(4) 選定委員会については公開しない。また、審査結果に対する異議申し立ては受け付

けない。 

(5) 結果の公表 

 本プロポーザルにおける選定結果の公表内容は、以下のとおりとする。 

ア 事業名 

イ 優先交渉権者の名称 

ウ 全提案事業者の審査項目別評価点 

（合計得点順とし、優先交渉権者とならなかった事業者の名称は公表しない） 

 

（仕様の協議及び見積） 
第13 仕様の協議、見積及び契約の締結は、次のとおりとする。 

(1) 優先交渉権者として決定した者と業務の詳細（仕様書の見直しを含む。）や契約の

締結に関して必要な協議を行い、委託契約の交渉を行う。 

(2) 優先交渉権者との契約締結交渉の結果、合意に至らなかった場合又は優先交渉権者

の本プロポーザルにおける失格事由若しくは不正と認められる行為が判明した場

合は、順次、次の順位以降の者を繰り上げて、その者と契約の交渉を行う。 

(3) 契約内容は、仕様書及び企画提案書に基づき、当市と受託者が協議のうえ決定する。 

(4) 契約手続は、長野市契約規則及び関係規程に定めるところによるものとする。 
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(5) 当市は、契約締結後においても受注者が本提案における欠格事由又は不正と認めら

れる行為が判明した場合は、契約の解除ができるものとする。 

 

（提出書類の取扱い） 
第14 本プロポーザルの実施に当たり、提案者が当市へ提出する書類の取り扱いは、次のと

おりとする。 

(1) 提出されたすべての書類は、返却しない。 

(2) 提出後の差し替え及び追加・削除は認めない。 

(3) 提出書類は、本プロポーザルの実施以外の目的には使用しない。 

(4) 提出書類は、原則として公表しない。ただし、長野市情報公開条例（平成13年９月

25日条例第30号）に基づく開示請求があった場合は、公開することで優先交渉権者

の決定に影響を及ぼすおそれがあるもの及び提案者が事業を営むうえで、競争上又

は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報を除き、この限り

でない。 

(5) 提出書類は、本プロポーザルの実施に当たり必要な範囲において、複製を作成する

ことがある。 

 

（その他） 
第15 その他、本プロポーザルに関する事項は、次のとおりとする。 

(1) 本プロポーザルに関する手続において使用する言語及び通貨単位は、日本語及び日

本国通貨とする。 

(2) 提出書類の作成等、本プロポーザルの参加に要する費用は、全て提案者の負担とす

る。 

(3) 本プロポーザルの参加申込書を提出した後、参加を辞退する場合には、速やかに持

参又は郵送の方法により、辞退する理由を記載した参加辞退届（任意様式）を第16

の事務局へ提出すること。 

(4) 本プロポーザルの参加者は、不知又は内容の不明を理由として、異議を申立てるこ

とはできない。 

(5) 次のいずれかに該当した者は、失格とする。 

ア  参加資格要件を満たしていない場合 

   （参加申請書の提出期限後に同要件を満たさなくなった場合も含む） 

イ  提出書類に虚偽の記載があった場合 

ウ  実施要領等で示された、提出期日、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項

等の条件に適合しない書類の提出があった場合 

エ  選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

オ  説明会を開催した場合において、正当な理由なく欠席した場合 

カ  見積限度額を事前公表する場合において、参考見積書の金額が、見積限度額を超

過した場合 
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（事務局） 
第16 本プロポーザルに係る庶務等の事務手続を行うため、次のとおり事務局を設置する。 

〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町 1613 番地  

長野市建設部住宅課建設維持担当（長野市役所第二庁舎７階）  

担当者：吉越・東中  

電 話：026-224-5127（直通） ＦＡＸ：026-224-5066 

E-mail：jutaku@city.nagano.lg.jp 

mailto:jutaku@city.nagano.lg.jp


（様式１） 

令和  年  月  日  

長 野 市 長 宛 

所   在   地 
 

名      称 
    

代表者職・氏名               印 

 

参 加 申 請 書 

 

「長野市営住宅犀南団地建替基本計画策定支援及び民間活力の導入可能性調査業務委託」

の公募型プロポーザルについて、下記のとおり参加申込みします。 

 

記 

 

１ 業務等の名称 

長野市営住宅犀南団地建替基本計画策定支援及び民間活力の導入可能性調査業務委託 

 

２ 入札参加資格（長野市における競争入札参加資格者名簿に登録） 

 

あり ・ なし 

 

【連絡先】 

住所・名称 
 

所属 
 

担当者名 
 

電話番号 
 

FAX 番号 
 

E-mail 
 

 



（様式２） 

誓  約  書 
令和  年  月  日 

 
 

長野市長  荻 原 健 司  宛 
 

所  在   地 
 

名      称 
    

代表者職・氏名                印 
 
 

私は、長野市営住宅犀南団地建替基本計画策定支援及び民間活力の導入可能性調査

業務委託に係る公募型プロポーザル及び入札（見積）に当たり、下記の内容について

誓約します。 
  

記 
 

１ 現在及び今後、上記契約が締結された場合にあってはその契約期間が満了するまで、

長野市暴力団排除条例（平成26年長野市条例第40号）第２条第２号に規定する暴力団

員又は同条例第６条第１項に規定する暴力団関係者でないこと。 

 

２ 現在及び今後、上記契約が締結された場合にあってはその契約期間が満了するまで、

長野市物品等入札参加者指名停止等措置基準（平成18年４月１日制定）に基づく指名停止の

措置を受けていないこと。 

 
３ この誓約について虚偽であったことが判明した場合又はこの誓約に反した場合は、

当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てないこと。 



（様式３） 
 

注）令和８年 4 月 1 日現在で記入してください。 

法 人 概 要 

法人名  

事業所の所在地  

代表者職・氏名  

設立年月日  

資本金  

主な事業内容  

ホームページ  

その他  



（様式４－１） 
令和  年  月  日 

 
実施要領に関する質問書 

 
事業者名               
担当者名               
電話番号               
E-Mail                

※行が足りない場合は追加してください。 

No. 該当ページ 質問事項 

１  

 

２  

 

３  

 

４  

 

 



（様式４－２） 
  令和  年  月  日 

 
仕様書に関する質問書 

 
事業者名               
担当者名               
電話番号               
E-Mail                

※行が足りない場合は追加してください。 

No. 該当ページ 質問事項 

１  

 

２  

 

３  

 

４  

 

 


